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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
徳
永
久
志
君
提
出
昨
今
の
梅
毒
の
感
染
拡
大
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
が
公
表
し
て
い
る
「
感
染
症
発
生
動
向
調
査
週
報
（
二
千
二
十
二
年
第
四
十

二
週
（
第
四
十
二
号
）
）
」
（
以
下
「
週
報
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
梅
毒
の
報
告
数
は
二
千
十
九
～
二
千
二
十
年
に

は
減
少
し
た
も
の
の
、
二
千
二
十
一
年
か
ら
再
び
増
加
し
て
い
る
。
報
告
都
道
府
県
と
し
て
は
東
京
都
と
大
阪
府
が
特
に
多

い
が
、
報
告
数
の
増
加
は
全
国
的
に
み
ら
れ
る
。
近
年
の
増
加
の
背
景
と
し
て
、
男
女
の
異
性
間
性
的
接
触
に
よ
る
報
告
数

増
加
が
認
め
ら
れ
る
」
及
び
「
十
万
人
当
た
り
報
告
数
の
上
位
五
位
は
、
東
京
都
（
二
十
一
・
三
）
、
大
阪
府
（
十
五
・
五
）
、

広
島
県
（
十
二
・
八
）
、
熊
本
県
（
八
・
六
）
、
香
川
県
（
八
・
三
）
で
あ
っ
た
」
と
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
男
性
の
方
が
感
染
者
の
比
率
が
高
い
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一
概
に
お

答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
週
報
に
よ
る
と
、
令
和
四
年
第
一
週
か
ら
第
四
十
二
週
ま
で
に
梅
毒
と
診
断
さ
れ

た
症
例
の
五
歳
ご
と
の
年
齢
群
別
年
齢
分
布
に
お
い
て
、
女
性
は
二
十
歳
代
に
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
男
性
は
二
十
歳

か
ら
五
十
四
歳
ま
で
の
幅
広
い
年
齢
群
で
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
国
立
感
染
症
研
究
所
が
公
表
し
て
い
る
「
日
本
の



 

２ 

 

梅
毒
症
例
の
動
向
に
つ
い
て
（
二
千
二
十
二
年
第
三
四
半
期
：
二
千
二
十
二
年
十
月
五
日
現
在
）
」
に
よ
る
と
、
梅
毒
と
診

断
さ
れ
た
症
例
の
う
ち
、
「
直
近
六
か
月
以
内
」
の
「
性
風
俗
産
業
」
の
「
従
事
歴
あ
り
」
の
も
の
及
び
「
利
用
歴
あ
り
」

の
も
の
の
合
計
に
つ
い
て
、
女
性
よ
り
も
男
性
の
方
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
並
び
に
週
報
に
よ
る
と
、
男
性
に
つ
い

て
は
、
「
同
性
間
性
的
接
触
」
に
よ
り
感
染
す
る
症
例
も
一
定
数
含
ま
れ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い

る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
四
半
期
ご
と
に
国
立
感
染
症
研
究
所
が
公
表
し
て
い
る
「
日
本
の
梅
毒
症
例
の
動
向
に
つ

い
て
」
に
よ
る
と
、
梅
毒
と
診
断
さ
れ
た
症
例
に
占
め
る
「
直
近
六
か
月
以
内
」
の
「
性
風
俗
産
業
」
の
「
従
事
歴
あ
り
」

の
も
の
の
割
合
は
、
平
成
三
十
一
年
第
一
四
半
期
に
お
い
て
男
性
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
は
三
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
令
和

二
年
第
一
四
半
期
に
お
い
て
男
性
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
は
三
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
令
和
三
年
第
一
四
半
期
に
お
い
て
男

性
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
は
三
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
段
で
お
答
え
し
た
デ
ー
タ
と
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
「
報
告
数
の
増
加
」

と
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。 



 

３ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
保
健
所
に
お
け
る
検
査
の
実
施
に
対
す
る
補
助
の
ほ
か
、
相
談
窓
口
の
開
設
、
普
及
啓
発
の
取
組

に
対
す
る
補
助
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
及
び
配
布
等
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
広
報
と
し
て
作
成
し
て
い
る
梅
毒
を

含
む
性
感
染
症
の
早
期
発
見
と
治
療
の
重
要
性
を
説
明
す
る
動
画
に
つ
い
て
も
、
最
新
の
情
報
に
基
づ
き
令
和
四
年
十
月
三

十
一
日
か
ら
公
開
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

梅
毒
に
感
染
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
等
が
梅
毒
に
係
る
検
査
キ
ッ
ト
の
使
用
等
に
よ
り
自
ら
行
う
検
査
に
つ
い
て
は
、

そ
の
検
査
方
法
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
十
分
な
科
学
的
知
見
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現
時
点
で
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
自

己
検
査
キ
ッ
ト
の
無
料
配
布
」
や
「
自
治
体
に
お
け
る
自
己
検
査
キ
ッ
ト
な
ど
の
無
料
配
布
事
業
へ
の
支
援
」
を
行
う
こ
と

は
考
え
て
い
な
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
性
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
」
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
号
）
に

お
い
て
、
「
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
特
に
若
年
層
等
が
性
感
染
症
に
関
し
て
受
診
し
や
す
い
医
療
体
制
の
整
備
等
の
環
境



 

４ 

 

作
り
と
と
も
に
、
保
健
所
等
に
お
け
る
検
査
か
ら
、
受
診
及
び
治
療
に
結
び
付
け
ら
れ
る
体
制
作
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
検
査
や
治
療
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
資
料
等
を
作
成
し
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
協
力
に
よ
り
普
及
啓
発
を
行

う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
そ
の
普
及
啓
発
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。 


